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九州大学学位規則

平成１６年度九大規則第８６号

施 行：平成１６年 ４月 １日

最終改正：令和 ６年 ３月２９日

（令和５年度九大規則第７５号）

（趣旨）

第１条 この規則は、学位規則（昭和２８年文部省令第９号）により定めるように規定されてい

る事項その他九州大学（以下「本学」という。）が授与する学位について必要な事項を定める

ものとする。

（学位）

第２条 本学が授与する学位は、学士、修士及び博士とする。

２ 本学が授与する専門職学位は、修士（専門職）及び法務博士（専門職）とする。

（学士の学位授与の要件）

第３条 学士の学位授与は、本学の課程を修了し、卒業を認定された者に対し行うものとする。

（修士の学位授与の要件）

第４条 修士の学位授与は、本学大学院の学府の修士課程を修了した者に対し行うものとする。

２ 前項に定めるもののほか、修士の学位は、九州大学大学院通則（平成１６年度九大規則第３

号。以下「大学院通則」という。）第２条第５項に定める一貫制博士課程（以下「一貫制博士

課程」という。）において、大学院通則第２７条及び第２７条の２に規定する修了要件を満た

した者に対し授与することができる。

（博士の学位授与の要件）

第５条 博士の学位授与は、本学大学院の学府の博士課程を修了した者に対し行うものとする。

（専門職学位の授与の要件）

第６条 専門職学位の授与は、本学大学院の学府の専門職大学院の課程を修了した者に対し行う

ものとする。

（修士の学位授与）

第７条 修士の学位授与に関して必要な事項は、各学府規則で定める。

（博士論文の提出）

第８条 博士論文（以下「論文」という。）は、博士後期課程にあっては２年以上（法科大学院

の課程を修了した者が博士後期課程に入学した場合にあっては１年以上）、医学系学府医学専

攻、歯学府歯学専攻及び薬学府臨床薬学専攻の博士課程（以下「医学系、歯学及び薬学の博士

課程」という。）にあっては３年以上、一貫制博士課程にあっては４年以上在学し、各学府規

則に定める所要の授業科目の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けなければ、提出する

ことができない。

２ 前項の規定にかかわらず、優れた研究業績を上げた者については、在学期間が博士後期課程

にあっては２年、医学系、歯学及び薬学の博士課程にあっては３年、一貫制博士課程にあって

は４年に満たなくても論文を提出させることができる。

３ 論文は、在学期間中に提出するものとし、その期日は、各学府規則で定める。ただし、博士

後期課程、医学系、歯学及び薬学の博士課程又は一貫制博士課程に所定の年限在学し、各学府

規則に定める所要の授業科目の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた者は、退学の上、

別に定める期間内に論文を提出することができる。

４ 論文は、論文審査願に、論文目録、論文要旨及び履歴書各１通を添え、当該学府長を経て総

長に提出するものとする。

第９条 論文は、１編とし、２通を提出するものとする。ただし、参考として、他の論文を添付

することができる。

２ 総長は、審査のため必要があるときは、論文の副本又は訳文、模型、標本等の提出を求める

ことがある。

３ 受理した論文は、返還しない。

（論文の審査）

第１０条 総長は、論文を受理したときは、学府教授会にその審査を付託するものとする。

２ 前項の審査は、論文を受理した後１年以内に終了するものとする。
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第１１条 学府教授会は、前条第１項により付託された論文を審査するため、論文調査委員（以

下「調査委員」という。）を定めて、その論文の調査及び最終試験を行わせる。

２ 調査委員は、３名以上とし、必要に応じ、他の大学院又は研究所等の教員等を加えることが

できる。

３ 前２項にかかわらず、大学院通則第５９条に規定する国際連携教育課程における論文の審査

については、当該国際連携専攻を設ける学府と連携外国大学院との協議により、協定書等に定

めるものとする。

第１２条 最終試験は、論文を中心とし、これに関連のある授業科目について、口頭又は筆答に

より行うものとする。

第１３条 調査委員は、論文調査及び最終試験を終了したときは、調査及び最終試験の結果の要

旨を、文書をもって、学府教授会に報告しなければならない。

第１４条 学府教授会は、前条の報告に基づき、学位を授与すべきか否かを審査する。

２ 前項の審査は、構成員の３分の２以上が出席し、出席者の３分の２以上の賛成があることを

必要とする。

（審査結果の報告）

第１５条 学府教授会は、前条の審査の結果を文書をもって、総長に報告しなければならない。

（論文提出による博士）

第１６条 第５条に定めるもののほか、博士の学位授与は、本学大学院の学府の行う論文の審査

に合格し、かつ、本学大学院の学府の博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することの

確認（以下「学力の確認」という。）をされた者に対し行うことができる。

２ 第８条第３項ただし書に規定する者が、退学の上、同項ただし書に定める期間を経過した後

に論文を提出した場合も、前項の例による。

３ 前２項により博士の学位を請求しようとする者は、学位申請書に、学位論文２通、同目録、

論文要旨及び履歴書各１通並びに総長が定める審査手数料を添え、関係学府を経て、総長に提

出しなければならない。

４ 既納の審査手数料は、返還しない。

５ 第９条の規定は、第３項の規定による学位の請求に準用する。

第１７条 総長は、前条による論文を受理したときは、学府教授会にその審査を付託するものと

する。

２ 学府教授会は、調査委員を定めて、その論文の調査及び学力の確認を行わせる。

３ 第１０条第２項及び第１１条第２項の規定は、前２項の場合に準用する。

第１８条 論文の調査にあたっては、原則として試験を行う。

２ 試験は、論文を中心とし、これに関連のある授業科目について、口頭又は筆答により行うも

のとする。

第１９条 学力の確認は、試問による。

２ 試問は、口頭又は筆答によるものとし、専攻分野に関し本学大学院の学府の博士課程を修了

した者と同等以上の学力を有し、かつ、研究者として自立して研究活動を行うに必要な高度の

研究能力を有するか否かについて行う。この場合、外国語を課すものとし、その種類は、各学

府教授会において定める。

３ 第１項の規定にかかわらず、充分な研究歴と顕著な研究業績を有する者については、試問以

外の方法により学力の確認を行うことができる。

第２０条 前２条の規定による論文の調査及び学力の確認の結果の取扱いについては、第１３条

から第１５条までの規定を準用する。

（専門職学位の授与）

第２１条 専門職学位の授与に関して必要な事項は、専門職大学院の課程を置く学府の各学府規

則で定める。

（学位記の授与）

第２２条 総長は、第１５条（第２０条において準用する場合を含む。）の報告を踏まえ、学位

を授与すべきか否かを決定し、博士の学位を授与すべき者に学位記を授与し、学位を授与でき

ない者にはその旨を通知する。

２ 総長は、卒業並びに修士課程及び専門職大学院の課程修了の審査結果の報告を踏まえ、学位
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を授与すべきか否かを決定し、学士若しくは修士の学位又は専門職学位を授与すべき者に学位

記を授与する。

（学位授与の報告等）

第２３条 総長は、前条第１項により博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から

３月以内に、所定の様式による学位授与報告書を文部科学大臣に提出するとともに、その論文

の内容の要旨及び論文審査の結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。

（学位論文の公表）

第２４条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から１年以内に、当該

博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授

与される前に既に公表したときは、この限りでない。

２ 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、

学府の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えて、その内容を要約したも

のを公表することができる。この場合において、当該学府は、その論文の全文を求めに応じて

閲覧に供するものとする。

３ 博士の学位を授与された者が行う前２項の規定による公表は、インターネットの利用により

行うものとする。

４ 第１項及び第２項により論文を公表する場合には、本学において審査を受けた学位論文であ

ることを、明記しなければならない。ただし、国際連携専攻における論文にあっては、当該国

際連携専攻を設ける学府及び連携外国大学院において審査を受けた学位論文であることを明記

しなければならない。

第２５条 本学の学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「九州大学」と付記しな

ければならない。ただし、共同教育課程に係る学位にあっては、本学に加え、当該共同教育課

程を編成する他の大学の名称を付記するものとし、国際連携教育課程に係る学位にあっては、

本学に加え、当該国際連携教育課程を編成する連携外国大学院の名称を付記しなければならな

い。

（学位の名称）

第２６条 第２条の学位（法務博士（専門職）を除く。）を授与するに当たっては、専攻分野の

名称を付記するものとし、学位の名称は、学士にあっては別表第１のとおりとし、修士の学位

及び博士の学位にあっては別表第２のとおりとし、専門職学位にあっては、別表第３のとおり

とする。

（学位授与の取消）

第２７条 本学において学位を授与された者が不正な方法により学位の授与を受けた事実が判明

したとき、又は学位の栄誉を汚辱する行為があったときは、総長は、教育研究評議会の議を経

て、既に与えた学位を取り消し、学位記を返納させ、かつ、その旨を公表するものとする。

２ 教育研究評議会において前項の決定を行うには、構成員の３分の２以上が出席し、出席者の

４分の３以上の賛成があることを必要とする。

３ 国際連携専攻において学位を授与された者に係る第１項の審議を行う場合は、連携外国大学

院との協議の場における審議を経ていなければならない。

（学位記等の様式）

第２８条 学位記及び学位申請関係書類の様式は、別記様式のとおりとする。ただし、国際連携

教育課程の学位記については、別記様式(7)例を基礎として、当該国際連携教育課程を編成す
る連携外国大学院との協議により、様式を定めるものとする。

第２９条 この規則に定めるもののほか、学位の授与に関し必要な事項は、別に定める。ただし

国際連携教育課程の学位の授与に関し必要な事項は、当該国際連携教育課程を連携して編成す

る連携外国大学院との協議により、協定書等に定めるものとする。

附 則

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。

２ 平成１６年３月３１日に本学に在学し、平成１６年４月１日以降も引き続き在学する者

（２１世紀プログラムの教育を受ける学生を除く。）については、九州大学学位規則（昭和

３２年１１月１９日施行）の規定によるものとする。

３ 九州大学学則（平成１６年度九大規則第１号）附則第４項に規定する者に授与する学位記に
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ついては、第２８条の規定にかかわらず、次の様式によるものとする。

(1) 九州芸術工科大学芸術工学部の課程を修めて卒業した者に授与する学位記の様式

学 位 記

学 部 印 氏 名

年 月 日 生

本 学 に お い て 九 州 芸 術 工 科 大 学 芸 術 工 学 部 ○ ○ 学 科 所 定 の 課 程 を 修 め た こ と を 認 め

る

年 月 日
九 州 芸 術 工 科 大 学 教 育 課 程 担 当

九 州 大 学 芸 術 工 学 部 長 印

本 学 芸 術 工 学 部 長 の 認 定 に よ り 学 士 （ 芸 術 工 学 ） の 学 位 を 授 与 す る

大 学 印 九 州 大 学 総 長 印

第 号

(2) 九州芸術工科大学大学院の博士前期課程を修めて修士課程を修了した者に授与する学位
記の様式

学 位 記

学 府 印 氏 名

年 月 日 生

本 学 に お い て 九 州 芸 術 工 科 大 学 大 学 院 芸 術 工 学 研 究 科 芸 術 工 学 専 攻 の 博 士 前 期 課 程

を 修 め た こ と を 認 め る

年 月 日

九 州 芸 術 工 科 大 学 大 学 院 教 育 課 程 担 当

九 州 大 学 大 学 院 芸 術 工 学 府 長 印

本 学 大 学 院 芸 術 工 学 府 長 の 認 定 に よ り 修 士 （ 芸 術 工 学 ） の 学 位 を 授 与 す る

大 学 印 九 州 大 学 総 長 印

芸 修 第 号

(3) 九州芸術工科大学大学院の博士課程を修めて博士課程を修了した者に授与する学位記の
様式

学 位 記

学 府 印 氏 名

年 月 日 生

本 学 に お い て 九 州 芸 術 工 科 大 学 大 学 院 芸 術 工 学 研 究 科 芸 術 工 学 専 攻 の 博 士 課 程 に お
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い て 所 定 の 単 位 を 修 得 し 学 位 論 文 の 審 査 及 び 最 終 試 験 に 合 格 し た こ と を 認 め る

年 月 日

九 州 芸 術 工 科 大 学 大 学 院 教 育 課 程 担 当

九 州 大 学 大 学 院 芸 術 工 学 府 長 印

本 学 大 学 院 芸 術 工 学 府 長 の 認 定 に よ り 博 士 （○○） の 学 位 を 授 与 す る

大 学 印 九 州 大 学 総 長 印

芸 博 甲 第 号

４ ２１世紀プログラムの課程を修了した者に授与する学位の名称は、第２６条の規定にかかわ

らず、学士（学術）とし、学位記については、第２８条の規定にかかわらず、次の様式による

ものとする。

第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

大学印

本学所定の２１世紀プログラムの

課程を修めたので本学の卒業を認め

学士（学術）の学位を授与する

年 月 日

九州大学総長

印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth:○○
the Degree of

Bachelor of Arts and Science
having completed the prescribed program

of the 21st Century Program
(○○)

Date
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Name
大学印 President

５ 博士課程（博士課程教育リーディングプログラム）を修了した者に授与する学位の名称は、

第２８条の規定にかかわらず、次の様式によるものとする。

△博甲第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

本学大学院◯◯学府◯◯専攻の博士課程（□□□□□□□

□）において所定の単位を修得し、学位論文の審査及び最終

試験に合格したので博士（○○）の学位を授与する

年 月 日

九 州 大 学 大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of
Doctor of ◯◯

having passed the prescribed final examination
and completed a doctoral dissertation

in the Graduate School of ◯
(◯◯)

with additional completion of □□□□
Date

Name
大学印 President

備考 △印の箇所は学府名の略号を記入し、□印の箇所は博士課程教育リーディングプログラム

の名称を記入する。

附 則（平成１６年度九大規則２０３号）

この規則は、平成１７年４月１日から施行する。
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附 則（平成１７年度九大規則第５５号）

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規則第１９号）

この規則は、平成１８年６月１日から施行する。

附 則（平成１８年度九大規則第１１８号）

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。

附 則（平成２０年度九大規則第７４号）

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２２年度九大規則第１１号）

１ この規則は、平成２２年６月１５日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。

２ 平成２２年３月３１日に九州大学大学院薬学府の修士課程に在学し、同年４月１日以降も引

き続き在学する者に授与する学位の名称については、この規則による改正後の九州大学学位規

則別表第２の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則（平成２２年度九大規則第１５１号）

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年度九大規則第１１３号）

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規則第４号）

この規則は、平成２４年５月１日から施行し、平成２４年３月１４日から適用する。

附 則（平成２４年度九大規則第３５号）

この規則は、平成２４年１２月１日から施行する。

附 則（平成２４年度九大規則第９２号）

１ この規則は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。

２ この規則による改正後の九州大学学位規則（以下「新規則」という。）第２３条の規定は、

施行日以後に博士の学位を授与した場合について適用し、同日前に博士の学位を授与した場

合については、なお従前の例による。

３ 新規則第２４条の規定は、施行日以後に博士の学位を授与された者について適用し、同日

前に博士の学位を授与された者については、なお従前の例による。

４ 新規則別記様式の規定は、施行日以後に授与する学位記について適用し、同日前に授与す

る学位記については、なお従前の例による。

附 則（平成２５年度九大規則第１１６号）

１ この規則は、平成２６年４月１日から施行する。

２ 平成２６年３月３１日までに九州大学大学院比較社会文化学府に入学した者に授与する学

位の名称については、この規則による改正後の九州大学学位規則別表第２の規定にかかわらず、

なお従前の例による。

附 則（平成２６年度九大規則第１４１号）

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年度九大規則第５４号）

この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。

附 則（平成２８年度九大規則第１０６号）

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

附 則（平成２９年度九大規則第１０１号）

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。

２ 平成３０年３月３１日に九州大学に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者に授与

する学位の名称については、この規則による改正後の九州大学学位規則別表第１の規定にかか

わらず、なお従前の例による。

附 則（平成３０年度九大規則第５３号）

この規則は、平成３１年１月１５日から施行する。

附 則（平成３０年度九大規則第８７号）

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。

附 則（令和元年度九大規則第３３号）
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この規則は、令和２年４月１日から施行する。

附 則（令和２年度九大規則第３７号）

この規則は、令和２年１２月１日から施行する。

附 則（令和２年度九大規則第６１号）

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。

２ この規則による改正後の九州大学学位規則の第５条により博士課程を修了した者に授与する

学位記の様式は、令和３年４月１日に本学大学院博士課程に入学する者から適用し、令和３年

３月３１日に本学大学院博士課程に在学し、同年４月１日以降も引き続き在学する者について

は、なお従前の例による。

附 則（令和３年度九大規則第１１６号）

この規則は、令和４年４月１日から施行する。

附 則（令和４年度九大規則第４２号）

この規則は、令和５年４月１日から施行する。

附 則（令和５年度九大規則第７５号）

この規則は、令和６年４月１日から施行する。
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別表第１（学士の学位）

学 部 学 位 の 名 称

共創学部 学士（学術）

文学部 学士（文学）

教育学部 学士（教育学）

法学部 学士（法学）

経済学部 学士（経済学）

理学部 学士（理学）

医学部 学士（医学）

学士（生命医科学）

学士（看護学）

学士（保健学）

歯学部 学士（歯学）

薬学部 学士（創薬科学）

学士（薬学）

工学部 学士（工学）

芸術工学部 学士（芸術工学）

農学部 学士（農学）

別表第２（修士の学位及び博士の学位）

学 位 の 名 称

学 府

修 士 博 士

人文科学府 修士（文学） 博士（文学）

地球社会統合科学府 修士（学術） 博士（学術）

修士（理学） 博士（理学）

人間環境学府（臨床実 修士（人間環境学） 博士（人間環境学）

践心理学専攻を除く。） 修士（文学） 博士（文学）

修士（教育学） 博士（教育学）

修士（心理学） 博士（心理学）

修士（工学） 博士（工学）

法学府 修士（法学） 博士（法学）
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経済学府（産業マネジ 修士（経済学） 博士（経済学）

メント専攻を除く。）

理学府 修士（理学） 博士（理学）

数理学府 修士（数理学） 博士（数理学）

修士（技術数理学） 博士（機能数理学）

システム生命科学府 修士（システム生命科学） 博士（システム生命科学）

修士（理学） 博士（理学）

修士（工学） 博士（工学）

修士（情報科学） 博士（情報科学）

医学系学府（医療経営 修士（医科学） 博士（医学）

・管理学専攻を除く。） 修士（看護学） 博士（看護学）

修士（保健学） 博士（保健学）

歯学府 修士（口腔科学） 博士（歯学）

博士（臨床歯学）

博士（学術）

薬学府 修士（創薬科学） 博士（創薬科学）

博士（臨床薬学）

工学府 修士（工学） 博士（工学）

芸術工学府 修士（芸術工学） 博士（芸術工学）

修士（デザインストラテジー） 博士（工学）

システム情報科学府 修士（情報科学） 博士（情報科学）

修士（理学） 博士（理学）

修士（工学） 博士（工学）

修士（学術） 博士（学術）

総合理工学府 修士（理学） 博士（理学）

修士（工学） 博士（工学）

修士（学術） 博士（学術）

生物資源環境科学府 修士（農学） 博士（農学）

統合新領域学府 修士（感性学） 博士（感性学）

修士（芸術工学） 博士（芸術工学）

修士（工学） 博士（工学）

修士（オートモーティブサイエンス） 博士（オートモーティブサイエンス）

修士（ライブラリーサイエンス）博士（ライブラリーサイエンス）

修士（学術） 博士（学術）

マス・フォア・イノベ 修士（数理学） 博士（数理学）

ーション連係学府 修士（技術数理学） 博士（機能数理学）

修士（情報科学） 博士（情報科学）
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修士（理学） 博士（理学）

修士（工学） 博士（工学）

修士（学術） 博士（学術）

修士（経済学） 博士（経済学）

別表第３（専門職学位）

専 門 職 大 学 院 学 位 の 名 称

人間環境学府実践臨床心理学専攻 臨床心理修士（専門職）

経済学府産業マネジメント専攻 経営修士（専門職）

医学系学府医療経営・管理学専攻 医療経営・管理学修士（専門職）

法科大学院 法務博士（専門職）

（法務学府実務法学専攻）

別記様式

(1) 第３条により本学を卒業した者に授与する学位記の様式

第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

大学印

本学◯◯学部◯◯学科所定の課程を修めたことを認める

九州大学◯◯学部長

印

本学◯◯学部長の認定により本学を卒業したことを認め

学士（◯◯）の学位を授与する

年 月 日

九州大学総長

印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
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the Degree of
Bachelor of ◯◯

having completed the prescribed program
of the School of ◯◯

(◯◯)
Date

Name
大学印 Dean of the School of ◯◯

Name
President

(2) 第４条第１項により修士課程（共同教育課程及びマス・フォア・イノベーション連係学

府を除く。）を修了した者に授与する学位記の様式

△修第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

本学大学院◯◯学府◯◯専攻の修士課程を修了したので修

士（○○）の学位を授与する

年 月 日

九 州 大 学 大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of

Master of ◯◯
having completed the Master's Program

in the Graduate School of ◯○
(◯◯)
Date

Name
大学印 President
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備考 △印の箇所は学府名の略号を記入する。

(3) 第４条第１項により修士課程（共同教育課程）を修了した者に授与する学位記の様式

△修第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

九州大学大学院◯◯学府及び□□大学大学院◇◇研究科の

◎◎専攻の修士課程を修了したので修士（○○）の学位を授

与する

年 月 日

九 州 大 学 大学印

□ □ 大 学 大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of

Master of ◯◯
having completed the Master's Program

in the Graduate School of ◯○,Kyushu University
and the Graduate School of△△,□□

(◎◎)
Date

Name
大学印 President of Kyushu University

Name
大学印 President of □□ University

備考１ △印の箇所は学府名の略号を記入する。

２ □印の箇所は共同教育課程を構成する大学（本学を除く。）、◇印の箇所は構成大学の

共同教育課程を編成する研究科の名称を記入する。

３ ◎印の箇所は共同教育課程おける専攻の名称を記入する。

(4) 第４条第１項により修士課程（マス・フォア・イノベーション連係学府）を修了した者に

授与する学位記の様式
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マス修第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

本学大学院数理学府、システム情報科学府及び経済学府との

緊密な連係と協力の下、横断的な分野に係る教育課程を実施

する大学院マス・フォア・イノベーション連係学府の博士前

期課程を修了したので修士（○○）の学位を授与する

年 月 日

九 州 大 学 大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of

Master of ◯◯
having completed the Master’s Program

in the Joint Graduate School of Mathematics
for Innovation

which offers cross-disciplinary
educational programs through

the collaboration
of the Graduate School of Mathematics,

the Graduate School of Information Science
and Electrical Engineering,

and the Graduate School of Economics.
Date

大学印 Name
President
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(5) 第４条第２項により修士課程の修了に相当する要件を満たした者に授与する学位記の様

式

△修第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

本学大学院◯◯学府◯◯専攻において修士課程の修了に相

当する要件を満たしたので修士（○○）の学位を授与する

年 月 日

九 州 大 学 大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of

Master of ◯◯
having completed the requirement

for a Master's Qualification
in the Graduate School of ◯

(◯◯)
Date

Name
大学印 President

備考 △印の箇所は学府名の略号を記入する。

(6) 第５条により博士課程（国際連携教育課程、マス・フォア・イノベーション連係学府及

び未来共創リーダー育成プログラムを除く。）を修了した者に授与する学位記の様式

△博甲第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生



- 16 -

本学大学院◯◯学府◯◯専攻の博士課程において所定の単

位を修得し学位論文の審査及び最終試験に合格をしたので博

士（○○）の学位を授与する

年 月 日

九 州 大 学 大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of
Doctor of ◯◯

having passed the prescribed final examination
and completed a doctoral dissertation

in the Graduate School of ◯
(◯◯)
Date

Name
大学印 President

備考 △印の箇所は学府名の略号を記入する。

(7) 第５条により博士課程（国際連携教育課程）を修了した者に授与する学位記の様式

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

九州大学及び□□大学の間で◯◯◯◯年◯◯月◯◯日に締結された

協定に基づく九州大学・□□大学◯◯専攻において所定の単位を修得

し学位論文の審査及び最終試験に合格をしたので博士（○○）の学位

を授与する

年 月 日

△博甲第 号 学位記番号

九州大学 大学印 □□大学 大学印
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KYUSHU UNIVERSITY and
□□UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth:◯◯
the Degree of

Doctor of◯◯
having passed the prescribed final examination

and completed a doctoral dissertation
in◯◯ based upon the Memorandum

of Agreement of date, year,
between Kyushu University and□□University

Date

大学印 Name 大学印 Name
President of President of

Kyushu University □□大学

No. No.

備考１ △印の箇所は学府名の略号を記入する。

２ □印の箇所は国際連携教育課程を編成する連携外国大学院名を記入する。

３ 様式等については、連携外国大学院との協議により定める。

(8) 第５条により博士課程（マス・フォア・イノベーション連係学府）を修了した者に授与

する学位記の様式

マス博甲第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

本学大学院数理学府、システム情報科学府及び経済学府との緊密

な連係と協力の下、横断的な分野に係る教育課程を実施する大学院マス

・フォア・イノベーション連係学府の博士課程（マス・フォア・イノ

ベーション卓越大学院プログラム）において所定の単位を修得し、

学位論文の審査及び最終試験に合格したので博士（○○）の

学位を授与する

年 月 日

九 州 大 学 大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY
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hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of
Doctor of ◯◯

having passed the prescribed final examination
and completed a doctoral dissertation

in the Joint Graduate School of Mathematics
for Innovation

which offers cross-disciplinary
educational programs through

the collaboration
of the Graduate School of Mathematics,

the Graduate School of Information Science
and Electrical Engineering,

and the Graduate School of Economics.
Date

Name
大学印 President

(9) 第５条により博士課程（未来共創リーダー育成プログラム）を修了した者に授与する学

位記の様式

△博甲第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

本学大学院◯◯学府◯◯専攻の博士課程（未来共創リーダ

ー育成プログラム）において所定の単位を修得し、学位論文

の審査及び最終試験に合格したので博士（○○）の学位を授

与する

年 月 日

九 州 大 学 大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
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Name
Date of Birth: ◯◯

the Degree of
Doctor of ◯◯

having passed the prescribed final examination
and completed a doctoral dissertation

in the Graduate School of ◯◯
(◯◯)

with additional completion of Graduate Program of
Interdisciplinary Policy Analysis and Design

Date

Name
大学印 President

備考 △印の箇所は学府名の略号を記入する。

(10) 第６条により専門職学位課程を修了した者（法科大学院（法務学府実務法学専攻）の専

門職学位課程を修了した者を除く。）に授与する学位記の様式

△専第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

本学大学院◯◯学府◯◯専攻の専門職学位課程を修了した

ので修士（専門職）の学位を授与する

年 月 日

九 州 大 学

大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of

Master of ◯◯
having completed the Professional Degree Program

in the Graduate School of ◯
(◯◯)
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Date

Name
大学印 President

備考 △印の箇所は学府名の略号を記入する。

(11) 第６条により法科大学院（法務学府実務法学専攻）の専門職学位課程を修了した者に授

与する学位記の様式

法専第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

本学法科大学院（法務学府実務法学専攻）の専門職学位課

程を修了したので法務博士（専門職）の学位を授与する

年 月 日

九 州 大 学

大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of
Juris Doctor

having completed the Professional Degree Program
in the Law School
(Legal Practice)

Date

Name
大学印 President

(12) 第１６条により博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することの確認をされた者

に授与する学位記の様式
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△博乙第 号

学 位 記

氏 名

年 月 日 生

本学に学位論文を提出し所定の審査及び試験に合格したの

で博士（○○）の学位を授与する

年 月 日

九 州 大 学 大学印

No.
KYUSHU UNIVERSITY

hereby confers upon
Name

Date of Birth: ◯◯
the Degree of
Doctor of ◯◯

having submitted a doctoral dissertation and
successfully fulfilled all the requirements

Date

Name
大学印 President

備考 △印の箇所は学府名の略号を記入する。

(13) 学位申請関係書類の様式

ア 第８条第４項による学位論文審査願様式

年 月 日

九州大学総長殿

○○学府○○学専攻

○○年入学

氏名
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学位論文審査願

このたび博士の学位を受けたいので、九州大学学位規則第８条により、下記のとお

り関係書類を添え、学位論文を提出いたしますから御審査ください。

記

1 主論文 １編 冊 ２通

2 参考論文 編 冊 １通

3 論文目録

4 論文要旨

5 履歴書

イ 第１６条第３項による学位申請書様式

年 月 日

九州大学総長殿

本籍：

氏名：

学位申請書

貴学学位規則第１６条により、博士の学位を受けたいので、下記のとおり関係

書類を添え、学位論文を提出いたします。

なお所定の手数料を納入いたします。

記

1 主論文 １編 冊 ２通

2 参考論文 編 冊 １通

3 論文目録

4 論文要旨

5 履歴書

ウ 添付書類の様式

① 論文目録様式

論 文 目 録 区分 甲乙

氏 名

主論文１編○冊
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題 名

（印刷公表の方法及びその時期（未公開の場合は予定を記入））

参考論文 ○編○冊

題 名

１

２ （同上）

３

備考

１ 論文題名が外国語の場合は、訳を付すること。

２ 未公表の論文の場合は、原稿の枚数を記入すること。

３ 参考論文が 2以上ある場合は、その題名を列記すること。

② 履歴書様式

履 歴 書 区分 甲乙

（ふりがな） 男

氏 名 年 月 日生

生 年 月 日 女

本 籍 都 道

（都道府県名） 府 県

現 住 所 都道 区市 町 番地

府県 郡 村

学 歴

年 月 日

年 月 日

職 歴

年 月 日

年 月 日

研究歴

年 月 日

年 月 日

上記のとおり相違ありません。

年 月 日

氏 名

備考
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１ 学歴は、新制大学卒業以後又は最終学歴を記載すること。

２ 研究歴には研究した事項とその期間を明記すること。なお、学歴又は職歴に

記載した期間中に研究歴に当たるものがある場合は、それについても記入する

こと。


